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本紙に関する留意点

本紙を用いて「職業訓練サービスマニュアル」を策定する際の留意点について記載しています。

 １．本紙とガイドラインとの関連性
本紙は、厚生労働省による「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」（平成３１年４月２４日改定）を用いて質の向上に取り組むにあたって、各民間教育訓練機関において策定する「職業訓練サービスマニュアル」のサンプルです。

 ２．マニュアル策定の目的
組織の運営管理において有用なマニュアルを策定することにより、組織内外のマニュアル利用者が以下の目的を達成することができます。

組織内の利用者：
· 保証すべき品質が確保される管理運用の仕組を明確にする。
· 上記によって継続的な事業運営を可能にすると共に、内部教育の資料としても活用する。
· 本マニュアルに則った運用により改善の機会を検出する。
組織外の利用者：
· 職業訓練サービスの品質並びに継続的な運営に関する信頼性を確認する。

また、マニュアルを策定する際には、以下を業務プロセスごとに明確にし、上記の目的を達成できるよう十分な内容を記載してください。

各業務プロセスについて、
· インプットは何か
· アウトプットは何か
· 実施するために必要な物的資源（設備、機器、ツールなど）は何か
· 実施するために必要な人的資源（要員、責任、力量、資格など）は何か
· どのように行なうのか（手順、方法など）
· 評価指標（ＫＰＩ、判定基準、評価尺度など）は何か

 ３．本紙の構成
本紙は、以下の各章で構成されています。

第１章　一般
：マニュアルの位置づけ、目的、利用対象者等、マニュアルを作成する上での基本設定やルール。
第２章　定義等
：マニュアルの適用範囲、関連文書、用語の定義。
第３章　職業訓練サービス
　：職業訓練サービスの質の向上を目指すための具体的な取組の手順・仕組・方法。
第４章　職業訓練サービスのマネジメント
：第３章で示した職業訓練サービスの質の向上を目指すための基盤となるマネジメントについての具体的な取組。






本紙の各ページは、以下のように構成されています。ページの構成例
マニュアルの本文
作成のポイント

























 ４．各組織の状況に応じたマニュアルの策定
本紙の本文は、ガイドラインに沿って項番ごとに構成されていますが、本紙を用いてマニュアルを作成する際は、ガイドラインをそのまま転記することは避け、組織の状況に応じて記載してください。
また、本紙の本文中の網掛け箇所は、組織の状況に応じて記載してください。特に、第３～４章の以下①～②については、「自己診断及び審査の基準」との関連性を踏まえて記載してください。

① ★を付している箇所について
⇒これらの箇所は、「自己診断及び審査の基準」において、取組の手順等についてマニュアル等に示すことが求められます。
· [bookmark: _Hlk217420762]業務の進め方やノウハウに焦点をあて、サンプル文や作成のポイントを参考に、
「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」（方法、プロセス、用いる様式、ツール等）を具体的に記載
してください。
· ［必須項目］が設定されている場合には、あわせて記載してください。
· 上記について、既存の別マニュアル等に記載している場合には、別添や参照として別マニュアルを関連づけることで、本マニュアルへの記載に代えることができます。

② ◆を付している箇所について
⇒これらの箇所は、「自己診断及び審査の基準」において、取組の実施について証拠・記録に示すことが求められます。
· 認定審査において、マニュアル等の文書に示すことは原則求めませんが、上記①のように具体的な取組等について記載することを推奨します。
· ［推奨項目］が設定されている場合には、あわせて記載することを推奨します。
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[bookmark: _Hlk217399017]第１章	一般
1.1 [bookmark: _bookmark1][bookmark: _Hlk217397742]マニュアルの位置づけ
[bookmark: _Hlk217397760] …民間教育訓練機関…は、職業訓練サービスの信頼性と質の維持・向上を図るため、「職業訓練サービスマニュアル（以下「マニュアル」という。）」を策定し、これに基づく必要な措置を講ずることとする。……策定の理由や目的を記載……。
組織の状況に応じて、策定の理由やマニュアルを活用する目的を記載する。



1.2 [bookmark: _bookmark2]マニュアルの利用を想定する対象者
[bookmark: _Hlk217397326]…民間教育訓練機関…において職業訓練サービスの実施に携わる者。
……組織の状況に応じてマニュアルの利用者について記載……
マニュアルの利用者を記載する。例外や限定がある場合には、併せて記載する。



1.3 [bookmark: _bookmark3]マニュアルを活用する上での視点
a) 上記の対象者は、このマニュアルに基づき、常に職業訓練サービスの質の維持･向上を意識して、業務に取り組む。
b) …民間教育訓練機関…は、このガイドラインを改善し、更新する。
c) …マニュアルを活用する上での視点・心構えを記載……。
d) …マニュアルを活用する上での視点・心構えを記載……。
組織及びマニュアルの利用者が、どのような視点・心構えでマニュアルを活用すべきかを記載する。



1.4 [bookmark: _bookmark4]職業訓練サービスの品質に関する基本理念
[bookmark: _Hlk217399457] …民間教育訓練機関…の実施する職業訓練サービスの信頼性と質の維持・向上のための基本理念は、以下の通りとする。
a) …職業訓練サービスの質についての基本理念・方針を記載……。
b) …職業訓練サービスの質についての基本理念・方針を記載……。
c) …職業訓練サービスの質についての基本理念・方針を記載……。
組織としての、職業訓練サービスの質についての基本理念・方針があれば記載する。





[bookmark: _bookmark5]第２章	定義等


2.1 [bookmark: _bookmark6][bookmark: _Hlk217399093]適用範囲

このマニュアルは、…民間教育訓練機関…において実施する職業訓練サービスに適用する。
……例外や限定があれば記載……。
組織の状況に応じてマニュアルの適用範囲を記載する。例外や限定がある場合には、併せて記載する。
例えば、運営体制上、特定の業務について本社等が管轄しており、事業所の権限や範囲が限定されている場合には、本項において記載する。





2.2 [bookmark: _bookmark7]関連文書
このマニュアルは、厚生労働省による「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」
（平成３１年４月２４日改定）が示す、職業訓練サービスと民間教育訓練機関のマネジメントに関する質の向上の取組に基づき策定する。

2.3 [bookmark: _bookmark8]用語の定義
· 職業訓練サービス：業務遂行や就職するために必要な専門知識並びに技能及び技術の習得を可能にするために設計されたプロセス又は一連の活動。
· ニーズ：事業所や労働者又は求職者が、それぞれの立場や境遇において必要としている職業に関する要素、需要、要望。
· カリキュラム：…民間教育訓練機関…によって作成された訓練計画で、職業訓練サービスに係る目的、内容、訓練成果、指導方法や専門知識並びに技能及び技術の習得方法、評価プロセス等を記載したもの。
· …用語の定義を記載……。
· …用語の定義を記載……。
マニュアル内で使用される用語についての定義を記載する。「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）の「2.3 用語の定義」に記載の用語をベースに、組織内で使用される用語で特に定義や説明が必要なものを記載し、新任者や第三者等のマニュアル本文への理解を促す。





[bookmark: _bookmark9]第３章	職業訓練サービス
3.1 [bookmark: _bookmark10]職業訓練のニーズ等の明確化
3.1.1 [bookmark: _bookmark11]ニーズ等の把握
職業訓練のニーズ等を効果的且つ効率的に把握する。


（1） 経済及び雇用失業情勢、産業構造等の社会動向の把握
新聞、雑誌及びインターネットあるいは関係行政機関との連携を通じて、経済及び雇用失業情勢や産業構造等の社会動向に関する情報を把握する。
 ……◆対象となる情報を記載……。

（2） 事業所等のニーズの把握
地域の業界団体や、訓練終了後の受講者の就業先となり得る事業所等のニーズを把握する。
 ……◆対象となる情報を記載……。

（3） 受講予定者等のニーズの把握
受講予定者等のニーズを、受講前の面談や選考の過程を通じ、把握する。
 ……◆対象となる情報を記載……。

（4） 多様なニーズ等の把握
職業訓練サービスの目的、及び受講者を受け入れる訓練環境の設計又は開発のために、受講者ごとの多様な特性に関係するニーズを、把握する。
 ……◆対象となる情報を記載……。

（5） ニーズ等を把握する仕組
上記の（1）～（4）に関するニーズ等について、継続的に把握する仕組を、以下の通り定める。
……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
［必須項目］a.ニーズ等を継続的に把握する手順
b.ニーズ等の情報の適切な整理・保管方法

· 質の高い職業訓練サービスの設計のため、インプットすべき世の中の動きや地域・受講者等のニーズを把握する。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　必要なニーズ等の収集と整理の実施
✓　ニーズ等を継続的に把握する仕組
· 上記の項目例（1）～（4）に限らず、組織内で実施する職業訓練サービスを設計する上で把握が必要なニーズ等があれば、項目を追加する
作成のポイント


3.1.2 [bookmark: _bookmark12]把握したニーズ等の取扱い上の留意点
3.1.1 において把握した職業訓練のニーズは、可能な限り数値化し定量的な分析を行い、職業訓練サービスの設計時に活用する。

（1） 把握したニーズ等の分析結果の活用
3.1.1 の職業訓練のニーズとその分析結果を踏まえ、職業訓練サービスの訓練目標や訓練内容を設定する。
 ……◆設定する手順やその際の留意点を記載……。

（2） ニーズ等を踏まえた課題及び問題点の把握
3.1.1 の職業訓練のニーズとその分析結果を踏まえ、職業訓練のプロセスごとのモニタリング結果について、課題や問題点を把握する。
 ……◆把握する手順を具体的に記載……。

（3） ニーズ等を踏まえた訓練方法、訓練教材及び訓練成果の検討
3.1.1 の職業訓練のニーズとその分析結果を踏まえ、訓練目標の達成を目指した訓練期間、訓練方法、訓練課題、訓練教材を設定する。
 ……◆設定する手順やその際の留意点を記載……。




· 把握したニーズ等を、職業訓練サービスの設計時に活用する手順やその際に留意すべきことを明確にする。
· 本項で記載すべき手順や留意事項は、3.2「職業訓練サービスの設計」と関連する。よって、（1）及び（3）については 3.2.1「職業訓練サービスの目的及び範囲の明確化」において、（2）については 3.2.2「モニタリング方法の明確化」において、手順や留意点を記載する場合、本項における記載は不要。
作成のポイント

3.2 [bookmark: _bookmark13]職業訓練サービスの設計
3.2.1 [bookmark: _bookmark14]職業訓練サービスの目的及び範囲の明確化
職業訓練サービスの設計に当たり、3.1.1 の職業訓練ニーズとその分析結果を踏まえ、提供する職業訓練サービスの受講要件や具体的な目的等を明確にする。
 ……◆明確にすべき目的及び範囲を具体的に記載……。
［推奨項目］a.受講要件	b.対象者	c.訓練目標	d.訓練内容	e.成果
また、利用者が適切な職業訓練サービスを選択できるようにするため、職業訓練サービスが対応できる範囲の情報及び相談援助の機会の提供方法を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。


· 受講希望者の職業訓練サービスの的確な選択を可能にするため、ニーズに対応した職業訓練サービスを提案できるようにする。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　3.1.1 で把握したニーズとその結果を踏まえた、サービスの目的及び範囲に関する項目
✓　受講希望者への情報や相談援助の提供方法
· 会議体等において検討するプロセスを手順に設定する場合には、議事録の作成や保存方法についても定め、記載する。
作成のポイント











3.2.2 [bookmark: _bookmark15]モニタリング方法の明確化
職業訓練サービスの設計に当たり、訓練目標の達成に向けて、効果的かつ効率的な職業訓練の促進及び支援方法の準備や見直しを行うために、職業訓練のプロセスごとのモニタリング方法を明確にする。

（1） 事業所が期待する職業訓練の効果・成果の確認
職業訓練サービスの提供前に、受講者の就業先となり得る事業所等の関係者に対して、期待する職業訓練の効果・成果を確認する方法を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。

（2） 訓練期間中のモニタリング
訓練期間中に、訓練目標に対する到達状況を把握するため、受講者の意見聴取や職業能力の習得状況をモニタリングする方法を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。

（3） 職業訓練で習得した職業能力の活用状況の確認
訓練修了後に、受講者が職業訓練で習得した職業能力の活用状況を確認する方法を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。


· 3.2.1 で明確にした職業訓練サービスの目的の達成に向けて、職業訓練を効果的かつ効率的に行うため、職業訓練の各期間において行うモニタリングの方法を定める。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　職業訓練サービス提供前・訓練期間中・訓練修了後のプロセスごとの、モニタリングの方法
✓　受講希望者への情報や相談援助の提供方法
· 訓練期間中のモニタリングについて、受講者への事前の説明や同意を義務付ける場合には、本項において特記する。
作成のポイント












3.2.3 [bookmark: _bookmark16]カリキュラムの作成と見直し
職業訓練サービスのカリキュラムの作成と見直しを行う。

（1） 職業訓練サービスの目的を踏まえたカリキュラム設計
3.2.1 の職業訓練サービスの目的を踏まえ、カリキュラムを設計する。
……◆設計の手順やカリキュラムの項目等を具体的に記載……。
［推奨項目］a.訓練科の名称　b.訓練期間、時間　c.受講要件　d.定員　e.訓練目標
　　　　　　f.想定する訓練成果（能力・資格）　g.訓練形態（通学型・通信型等）
h.科目と訓練内容　i.使用教材　j.成績の評価方法及び基準　k.訓練計画

（2） カリキュラムに適した訓練方法の設定
3.2.1 の職業訓練サービスの目的や訓練目標が達成できるよう、カリキュラムに適した訓練方法（各訓練科目の方法等）を設定する。
 ……◆設定の手順を具体的に記載……。

（3） 職業訓練の支援方法の設定
訓練修了時に、3.2.1 の職業訓練サービスの目的や訓練目標が達成できるよう、モニタリング結果を踏まえ、受講者に対して行う支援の方法を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。

（4） 関係者の役割及び責任の設定
職業訓練サービスの提供を確実に行うために、各関係者の役割と責任を以下の通り定める。
·  …民間教育訓練機関…の役割と責任	：……◆役割と責任を記載……。
· 受講者の役割と責任	：……◆役割と責任を記載……。
· 受講者の所属する事業所の役割と責任 ：……◆役割と責任を記載……。

（5） カリキュラムを改善する手順
3.2.2 で設定したモニタリング方法によって得られた結果や、4.7.4 のマネジメントシステムの点検の結果を踏まえ、カリキュラムを改善する手順を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。


· 3.2.1 で設定した職業訓練サービスの目的を達成するために、カリキュラムの作成と見直しを行い、職業訓練サービスの提供を確実にする。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　カリキュラム作成と見直し
✓　関係者の役割と責任
· 運営体制上、カリキュラムの作成や見直しは他組織が管轄しており、本マニュアルを適用する民間教育訓練機関の権限や範囲が限定されている場合は、他組織が管轄する領域についても本文や別添資料等で示す。
作成のポイント











3.3 [bookmark: _bookmark17]職業訓練サービスの実施
3.3.1 [bookmark: _bookmark18]情報提供等
職業訓練サービスの提供前に、職業訓練サービスの利用が見込まれる受講者及び受講者が所属する事業所等に対して、受講者が誤解なく適切に職業訓練を受講できるよう、必要な情報を通知又は提供する。

(1) 職業訓練サービスの内容に関する情報
 ……◆提供する情報や資料を記載……


(2) 受講者及び受講者が所属する事業所等の義務と責任に関する情報
 ……◆提供する情報や資料を記載……


(3) 受講者に対する…民間教育訓練機関…の義務と責任に関する情報
 ……◆提供する情報や資料を記載……


(4) 職業訓練を実施する環境（施設、設備及び機器、教材等）に関する情報
 ……◆提供する情報や資料を記載……


また、通知又は提供した情報について受講者が理解していることを、説明会あるいは遅くとも申込み手続きの際に以下の手順で確認する。
 ……◆情報の理解を確認する手順を記載……


· 職業訓練サービスの提供前に必要な情報を告知し、受講者の適切な職業訓練の選択を可能にする。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　申込及び契約手続きの前の受講者に必要な情報提供
· 提供した情報についての受講者の理解の確認が必要な場合には、その手順を明確にする。
· 上記の項目例（1）～（4）に限らず、提供が必要な情報等があれば、項目を追加して記載する。
作成のポイント










3.3.2 [bookmark: _bookmark19]人的及び物的資源の準備
職業訓練サービスを提供する際に必要な人的及び物的資源について、確実に活用できるよう準備する。

(1) 職業訓練サービスに必要な人的及び物的資源の準備
職業訓練サービスを提供する際に必要な人的及び物的資源を、訓練内容を踏まえ、受講者がいつでも利用できるよう準備する。
 ……◆準備の手順や方法を具体的に記載……。

(2) 人的及び物的資源の活用の準備
訓練の実施に支障がないよう、人的資源については活用の準備を行う。物的資源については講師及びスタッフが直ちに活用できるよう準備する。
 ……◆準備の手順や方法を具体的に記載……。


· 円滑な職業訓練を実施するために、職業訓練に必要な人的及び物的資源を、職業訓練の実施に支障なく活用できるように準備する。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　受講者が、職業訓練の実施に支障なく人的及び物的資源を利用できる準備
✓　講師及びスタッフが、職業訓練の実施に支障なく人的及び物的資源を活用できる準備
· 本項に記載する人的及び物的資源の配分・配置の手順や方法については、4.6.1①に記載するため、相互に矛盾がないことが必要である。
作成のポイント











3.3.3 [bookmark: _bookmark20]訓練環境の整備
職業訓練サービスの提供に当たり、職業訓練を実施する環境を整備する。

(1) 安全衛生管理
職業訓練サービスを提供する訓練環境について、安全衛生に関する法令に基づき、安全衛生対策を講じる。
 ……◆安全衛生対策を具体的に記載……。
また、事故及び災害等の発生時の対応及び再発防止の手順を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
［必須項目］［事故及び災害等の発生時の対応］
　　　　　　a.事故及び災害等の発生時の対応
　　　　　　b.原因の調査 c.問題点の把握 d.是正処置の方法
　　　　　　［再発防止］
a.予防処置の方法

(2) 職業訓練の受講支援策の整備
受講者が安心で安全に受講できるよう、職業訓練サービスを実施する環境を整備するとともに、訓練効果を高めるための環境整備の整備に努める。また、受講者からの苦情・提案・相談に対する個別支援を整備する。
 ……◆訓練環境の整備について具体的に記載……。

(3) 民間教育訓練機関外の人的及び物的資源の活用
民間教育訓練機関の管理外にある人的及び物的資源を活用する場合の最小限の要件を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
また、民間教育訓練機関の管理外にある人的及び物的資源を活用する場合は、上記の要件を満たすよう、当該資源を管理する機関と調整する。


· 受講者が安心かつ安全に受講できるよう、以下の訓練環境の整備について明確にする。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　訓練環境の安全衛生対策の実施
✓　訓練環境の整備
✓　個別支援の整備
✓　民間教育訓練機関外の資源の活用に関する要件と調整の手順
· (1)の事故及び災害等の発生時の対応及び再発防止の手順は、リスク管理と関連するため、「4.5 財務管理及びリスク管理」において、リスク管理に含めて記載してもよい。
· (3)の民間教育訓練機関外の人的及び物的資源の活用については、民間教育訓練機関の管理外にある資源を活用した実績がなく、今後も活用の予定がない場合には、記載は不要。
作成のポイント







3.3.4 [bookmark: _bookmark21]職業訓練の実施
受講者が職業訓練の目標を達成できるよう、訓練期間中に職業訓練を的確に運営する。

(1) 職業訓練の運営体制
安心して受講できる環境を提供するため、訓練期間中の運営体制を定める。
……◆運営体制について具体的に記載……。
［推奨項目］a.責任者及び事務担当者の配置と業務内容
b.連絡報告体制
c.受講者の相談窓口・相談方法
d.カリキュラム、訓練内容、受講者数を考慮した講師の配置

(2) 職業訓練の実施状況のモニタリング及びその評価を踏まえた受講者への支援
職業訓練の実施状況のモニタリング及びその評価を行い、結果を踏まえ受講者に対する支援を行う。
 ……◆支援の方法について具体的に記載……。

(3) 講師及びスタッフの行動規範
訓練コースの運営に当たっての、講師及びスタッフの行動規範を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。

(4) 受講に際してのオリエンテーション
受講に際しオリエンテーションを実施し、受講者に必要な事項について伝達する。
 ……◆伝達する情報を記載……。

(5) 修了証等の発行等
証明書等の発行手順を、以下の通り定める。
……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
［必須項目］a.発行業務の流れと業務内容 b.業務の担当者 c.発行日や有効期間
また、修了証及び受講証明書を含む証明書等の発行は、上記の手順を用いて行う。

(6) 帳簿等の保管及び管理
訓練期間中の受講者の個人情報に関する書類、各種届出、訓練日誌、発行された証明書、その他訓練記録等は、適切に管理し、定められた期間保管する。

· 受講者が職業訓練の目標を達成できるよう、訓練期間中に職業訓練を的確に運営する。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　職業訓練の実施において留意すべきこと
✓　留意すべきことを踏まえて運営すること
· 上記の項目例（1）～（4）に限らず、留意すべき項目があれば追加して記載する。
· (6)の帳簿等の保管及び管理について、文書管理規程（参考資料２-３に掲載）等に記載し、別添や参照として本マニュアルと関連づける場合には、本項における記載は不要。
作成のポイント


3.4 職業訓練サービスのモニタリング
職業訓練を効果的・効率的に行うために、3.2.1 や 3.2.3 で定めた目的及び目標に対する職業訓練サービスの効果を確認するため、3.2.3 で明確にしたモニタリング方法に基づき、職業訓練の段階ごとにモニタリングを実施する。
訓練期間中には、受講者の職業能力の習得状況や、受講状況を確認し、記録する。
 ……◆確認し記録すべき項目を記載……。
また、訓練期間中及び訓練修了後の適切な時期に、受講者及び事業者等から意見を聴取する。
 ……◆聴取すべき項目と聴取の時期を記載……。


· 職業訓練を効果的・効率的に行うために、3.2.1 や 3.2.3 で定めた目的及び目標に対する職業訓練サービスの効果を確認する。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　3.2.2 で明確にしたモニタリング方法に基づく、職業訓練の段階ごとにモニタリングの実施
· 本項に記載するモニタリングの実施については、3.2.2 でその方法を明確にするため、相互に矛盾がないことが必要である。
作成のポイント
















3.5 [bookmark: _bookmark23]職業訓練サービスの評価
3.5.1 [bookmark: _bookmark24]評価対象及び評価指標等の設定
職業訓練サービスを、職業訓練の効果と職業訓練サービスの効果の両面から、網羅的に評価するため、評価を行う際に必要な項目を設定する。

(1) 評価を実施する際の要件、評価対象及び評価指標
評価を実施する際の要件、評価対象及び評価指標を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。

(2) 評価方法等
上記(1)で設定した評価指標ごとに評価を実施するに当たり、評価目的に沿った評価結果が得られるよう、評価方法や評価手順等について、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。

(3) 測定及びその評価情報（評価データ）の性質
評価のために測定又は収集した評価データ及びその他の評価に係る情報に関する留意事項を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。


· 4.7 の職業訓練サービスの見直し及び改善について、必要性の判断を可能にするため、職業訓練サービスの評価の仕組を構築する。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　3.5.2 の職業訓練の効果の評価と 3.5.3 の職業訓練サービスの効果の評価を含めた、評価の実施に必要な手順及び留意事項
· 評価は、職業訓練の効果と職業訓練サービスの効果の両面から行う。
· 職業訓練サービスの評価の手順や留意事項について、評価マニュアル（参考資料２-６に掲載）等に記載し、別添や参照として本マニュアルと関連づける場合には、本項における記載は不要。
作成のポイント















3.5.2 [bookmark: _bookmark25]職業訓練の効果の評価等
受講者に対する職業訓練の効果の評価は 3.5.1 で設定した仕組に基づいて、客観的かつ公平、適切に行う。

(1) 職業訓練の習得度
受講者ごとに訓練目標の達成状況を評価するため、職業訓練の習得度の測定に関する留意事項について、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
また、上記に留意し、3.4 で実施した習得度の測定の結果を基に、3.5.1 で定めた評価の仕組を用いて、受講者ごとの職業訓練の効果を評価する。

(2) 職業訓練の効果及び成果等
習得度以外の評価に関する留意事項について、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
また、上記に留意し、3.4 で実施した習得度以外の測定の結果を基に、3.5.1 で定めた評価の仕組を用いて、受講者ごとの職業訓練の効果（職業能力の達成度等）を評価する。


· 職業訓練サービスの見直し及び改善の必要性の判断を可能にするため、受講者に対する職業訓練の効果の評価を行う。評価は、3.5.1 で設定した仕組を用いて、3.4 で実施したモニタリング結果を基に、客観的かつ公平、適切に行う。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　3.5.1 で設定した仕組に基づいた、職業訓練の効果の評価に必要な留意事項
✓　3.5.1 で設定した仕組に基づいた、効果（職業能力の達成度等）の評価の実施
· 職業訓練の評価の手順や留意事項について、評価マニュアル（参考資料２-６に掲載）等に記載し、別添や参照として本マニュアルと関連づける場合には、本項における記載は不要。
作成のポイント



3.5.3 [bookmark: _bookmark26]職業訓練サービスの効果の評価
職業訓練サービスの効果の評価は、3.5.1 で設定した仕組みに基づいて、客観的かつ公平、適切に行う。

(1) 職業訓練サービスの評価担当者の選任又は育成
民間教育訓練機関の職業訓練サービスの責任者が、評価担当者を選任又は育成する手順を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
［必須項目］a.評価担当者の選任・育成の担当者
b.評価担当者の選任・育成（研修実施等）の流れ
c.評価担当者の選任・育成の期間・期限
また、上記の手順を用いて、評価担当者を任命する。


(2) 職業訓練サービスの効果の測定及び評価
職業訓練サービスの効果の評価に当たって、評価指標・評価目標、評価の観点、評価基準、及び留意事項について、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
また、上記の設定を用いて、職業訓練サービスの効果の評価を行う。


· 職業訓練サービスの見直し及び改善の必要性の判断を可能にするため、受講者に対する職業訓練の効果の評価を行う。評価は、3.5.1 で設定した仕組を用いて、3.4 で実施したモニタリング結果を基に、客観的かつ公平、適切に行う。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　評価者の選任・育成の手順
✓　評価の際の留意事項
· 職業訓練サービスの評価の手順や留意事項について、評価マニュアル（参考資料２-６に掲載）等に記載し、別添や参照として本マニュアルと関連づける場合には、本項における記載は不要。
作成のポイント



第４章	マネジメント
[bookmark: _bookmark28]4.1 マネジメントシステムの確立
3.1～3.5 で実施する訓練コースの設計から実施・評価・見直しに至る業務プロセスが、相互に且つ有効に作用して、事業計画及び品質目標を達成できるようにするために、その基盤となるマネジメントシステムを確立する。

(1) マネジメントシステムのためのＰＤＣＡサイクルの導入
マネジメントシステムの適正な管理と運営の基本ルールとして、ＰＤＣＡサイクル（計画（plan）、実行（do）、評価（check）、改善（act））を導入する。ＰＤＣＡサイクルについて、職業訓練サービスに関する訓練コースの設計から実施、評価に至る業務プロセスへの適用関係を、以下の通り定める。
……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
［必須項目］a.マネジメントシステムの責任者
b.マネジメントシステムに関する体系図又は組織図
c.マネジメントシステムに関する会議体の概要と会議の頻度

(2) マネジメントシステムに関する責任者の任命
経営陣の中からマネジメントシステムを適切に運用する責任者を１名任命する。責任者は、マネジメントシステムの構築及び実施並びにその有効性を担保するための継続的な改善に係る責務とともに、マネジメントシステムが有効に機能している証拠を示す責務を負う。

(3) マネジメントシステムの確立
マネジメントシステムの責任者は、マネジメントシステムを確立し、以下を定める。
……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
［必須項目］
a.業務プロセスの運用・管理が効果的・効率的であることを確認するための判断基準と取組方法
b.業務プロセス間の相互関係・相互作用の図示による運営構造を明確化
c.業務プロセスの運用及び点検に必要な事業資源（人、物、情報）を利用できる環境の整備
d.業務プロセスの検証に必要な測定・分析
e.事業計画及び品質目標達成に必要な改善処


· 3.1～3.5 で実施する訓練コースの設計から実施・評価・見直しに至る業務プロセスが、相互に且つ有効に作用して、事業計画及び品質目標を達成できるようにするために、その基盤となるマネジメントシステムを確立する。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　業務プロセスへの PDCA サイクルの導入
✓　マネジメントシステムを適切に運用する責任者の任命
✓　マネジメントシステムに必要な項目
· (2)に記載の経営陣については、組織の内部的職制において企業の経営に携わる役職であることが定められていれば、会社法に規定のある役員・役員等に限らない。
作成のポイント





4.2 [bookmark: _bookmark29]事業戦略及び計画
3.1～3.5 で実施する職業訓練サービスの質向上の取組について、経営及び事業運営との一体化を図り、実効性を高めるために、事業計画を策定する。
 ……◆事業計画の項目と策定手順を記載……。
［推奨項目］a.経営理念 b.経営方針 c.経営目標 d.経営組織の説明 e.品質方針


· 3.1～3.5 で実施する職業訓練サービスの質向上の取組について、経営及び事業運営との一体化を図り、実効性を高める。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　事業計画の策定
· 事業計画については、必要な項目を定めていれば、事業計画書に纏めることは必須ではない。
作成のポイント




4.3 マネジメントシステムに関する情報の共有等
確立したマネジメントシステムを組織に浸透させるために、マネジメントシステムについての講師及びスタッフ（協力者を含む）への説明、及びその運用の改善に関する意見を求める手順を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
［必須項目］a.講師及びスタッフへの情報共有の方法
b.意見提出の機会の設定


· 確立したマネジメントシステムが組織で有効に機能するために、マネジメントシステムを組織に浸透させる。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　マネジメントシステムについて説明し、意見を求める仕組と手順
作成のポイント







4.4 [bookmark: _bookmark31]記録及び文書管理
職業訓練サービスを提供する上で必要な情報を、適切に管理し、有効に活用できる状態にしておくために、文書の管理・維持・更新に関する仕組及び手順を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
また、上記の手順を用いて、適切に文書の管理・維持・更新を行う。特に個人情報については、個人情報の保護に関する法令を遵守し、適切な記録と管理を行う。
ガイドラインの適用及び遵守の状況を文書により記録し保存する手順を、以下の通り定める。
［必須項目］a.内部監査結果報告書の記録と保存
b.是正報告書及び予防処置報告書の記録と保存
c.マネジメントレビュー報告書の記録と保存


· 職業訓練サービスを提供する上で必要な情報は、適切に管理し、有効に活用できる状態にしておく。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　文書の管理・維持・更新の仕組と手順
✓　ガイドラインの適用及び遵守の状況の記録
✓　個人情報の適切な管理
· 記録及び文書管理の仕組や手順について、文書管理規程（参考資料２-３に掲載）等に記載し、別添や参照として本マニュアルと関連づける場合には、本項における記載は不要。
作成のポイント









4.5 [bookmark: _bookmark32]財務管理及びリスク管理
財務上及び災害等のリスクに対して、職業訓練サービスの提供に関する事業の継続性を確実なものとする。
(1) 財務管理
職業訓練サービスに係る財務状態及び運営状況を明らかにし、適正かつ効率的な業務を運営するため、財務及び会計における仕組及び手順を、以下の通り定める。
……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
［必須項目］a.会計責任者の設置
b.職業訓練サービスに係る財務状態及び運営状況の透明性の確保
c.財務管理の仕組と運用の手順

また、上記の仕組及び手順に基づき、職業訓練サービスに係る財務及び会計に関する事務を適切に行うとともに、帳簿等に必要な事項を整然かつ明瞭に記録及び保存する。

(2) リスク管理
職業訓練サービスの提供が継続できなくなる主な原因の発生時の対応及び再発防止の手順について、以下の通り定める。
……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
［必須項目］a.原因の調査
：職業訓練サービスの提供ができなくなる主なリスク原因（自然災害や事故・犯罪の発生、インフルエンザ等の疾病の伝染等）の把握
b.リスク発生時の対応
：上記の事故や災害等のリスクが発生した場合の対応や方策
c.対応の効果の検証
：上記の対応の効果の検証と課題を洗い出し
d.是正処置及び予防処置の方法
：上記の検証を踏まえ、訓練や対策会議等により適切な改善策を講じる手順
また、上記の手順に基づき、リスク管理を実施する。


· 財務管理及びリスク管理を実施し記録することにより、職業訓練サービスの提供に関する事業の継続性を確実なものとする。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　財務管理の仕組みを確立して適切に運用する手順
✓　リスク管理の仕組みを確立して適切に運用する手順
· (1)の財務管理の手順について、会計に関する規程等に記載し、別添や参照として本マニュアルと関連づける場合には、本項における記載は不要。
· (2)のリスク管理の手順について、危機管理マニュアル（参考資料２-５に掲載）等に記載し、別添や参照として本マニュアルと関連づける場合には、本項における記載は不要。
作成のポイント






4.6 [bookmark: _bookmark33]人事管理並びに人的及び物的資源の管理
4.6.1 [bookmark: _bookmark34]人事管理並びに人的及び物的資源の選択、配分及び配置
3.3.2～3.3.4 で準備・整備する人的及び物的資源を、効果的かつ効率的に活用するために、ニーズ及び訓練効果に配慮して人的及び物的資源を配分・配置する手順を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
また、人的資源及び物的資源の維持及び管理についても、効果的にかつ効率的に行う。
 ……◆人的資源及び物的資源の維持及び管理の内容について具体的に記載……。


· 3.3.2～3.3.4 で準備・整備する人的及び物的資源を、効果的かつ効率的に活用する。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　人的及び物的資源について、配分・配置の手順
✓　人的及び物的資源について、維持・管理の実施
· 講師及びスタッフの能力要件や能力評価に関するものは 4.6.2 において、能力開発に関するものは 4.6.3 において明確にするため、本項における記載は不要。
作成のポイント



4.6.2 [bookmark: _bookmark35]講師及びスタッフ等の職務遂行のための能力等の管理
効果の高い職業訓練サービスを提供するために、講師及びスタッフの能力を把握する。

(1) 職務を遂行するために必要な能力等の明確化
職業訓練サービスに関わる講師及びスタッフが職務遂行に必要な能力等について、明確にする。
 ……◆明確にすべき項目を具体的に記載……。
［推奨項目］（講師について）
a.訓練分野に関する専門知識、技能及び技術・資格 
b.訓練分野についての指導力

(2) 必要な能力等の有無の検証
実際に職業訓練を行う講師及びスタッフが職務を遂行するために必要される能力を有するか否かを検証するため、(1)で明確にした能力の評価基準に基づき、講師及びスタッフの特性や能力に対する評価を個人別に行う。
 ……◆評価の具体的な手順を記載……。

(3) 情報の共有
(2)の講師及びスタッフ個人の評価結果を適切に各個人と共有し、仕事に関する満足度や要望等を聞く仕組を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
また、上記の仕組を用いて、各個人と評価結果（能力の評価基準上の位置づけ）について共有する。


· 質の高い職業訓練サービスを提供するために、4.6.1②で求める事項に関連して、講師及びスタッフの能力を把握する。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　講師及びスタッフが備えるべき能力
✓　講師及びスタッフの能力評価の実施
✓　講師及びスタッフの評価結果を個人別に行い共有する仕組
· (3)の情報共有の仕組について、講師及びスタッフの能力開発マニュアル（参考資料２-７に掲載）等に記載し、別添や参照として本マニュアルと関連づける場合には、本項における記載は不要
作成のポイント



4.6.3 [bookmark: _bookmark36]講師及びスタッフ等の能力開発等
質の高い職業訓練サービスの提供を目指し、講師及びスタッフの能力を維持向上させるため、継続的かつ計画的に能力開発を実施する。
 ……◆能力開発の具体的な手順を記載……。
また、能力開発の効果を評価し記録する手順を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。


· 4.6.1②で求める取組に関連して、質の高い職業訓練サービスを提供するために、講師及びスタッフに必要な能力を確保、維持向上させる。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　講師及びスタッフの能力開発の実施
✓　能力開発の効果を評価・検証し記録する手順
· 能力開発の効果を評価し記録する手順について、講師及びスタッフの能力開発マニュアル（参考資料２-７に掲載）等に記載し、別添や参照として本マニュアルと関連づける場合には、本項における記載は不要。
作成のポイント














4.7 [bookmark: _bookmark37]見直し及び改善
4.7.1 [bookmark: _bookmark38]受講者等からの意見及び要望等への対応
職業訓練サービスの見直しと改善を効果的に実施するために、受講者等からの意見及び要望に対する把握・分析・対応の手順を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
また、上記の分析の結果、職業訓練サービスが期待する成果を上げていない場合に、必要な改善処置を講ずる手順を、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。


· 職業訓練サービスの見直しと改善を効果的に実施するために、受講者等からの意見及び要望を把握する。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　3.4 で実施するモニタリングの結果に対する、把握・分析・対応の手順
✓　モニタリングの分析結果に基づいて、必要な改善処置を講ずる手順
作成のポイント




4.7.2 [bookmark: _bookmark39]内部監査
確立したマネジメントシステムが、効果的に機能していることを確認するために行う、内部監査の手順について、以下の通り定める。
 ……★手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載……。
［必須項目］a.監査体制の構築
b.監査基準
c.内部監査の実施頻度（１年に１回以上）及び実施時期
d.監査プログラムの設定
e.是正処置及び予防処置並びにその有効性の確認
f.当該監査における監査目的の設定
g.現地監査に向けての準備
h.現地監査の実施
i.現地監査後の報告
また、上記の手順に基づき、内部監査を実施する。内部監査の計画は「内部監査計画書」を用いて、内部監査の報告は「内部監査報告書」を用いて行う。


· 確立したマネジメントシステムが、効果的に機能していることを確認するために、内部監査を行う。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　内部監査の手順
✓　上記の手順を用いた内部監査の実施
· 内部監査の手順について、内部監査手順書（参考資料２-２に掲載）等に記載し、別添や参照として本マニュアルと関連づける場合には、本項における記載は不要。
作成のポイント








4.7.3 [bookmark: _bookmark40][bookmark: _Hlk217419025]予防処置及び是正処置
職業訓練サービス及びマネジメントシステムについて、3.4 のモニタリング、3.5 の評価の結果及び4.7.2
の監査結果に基づいて、是正処置及び予防処置を実施し、その状況を記録する。
 ……◆是正処置及び予防処置の具体的な手順を記載……。
また、予防処置後及び是正処置後の有効性を確認し、その結果を記録する。
 ……◆予防処置後及び是正処置後の有効性の確認の具体的な手順を記載……。


· 職業訓練サービス及びマネジメントシステムについて、3.4 のモニタリング、3.5 の評価の結果及び 4.7.2 の監査結果に基づいて、不具合の再発防止及び発生予防のための処置を講じる。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　是正処置及び予防処置の実施
· 評価や監査を実施した結果、不適合等の不具合が発見された場合には、それら不具合の要因を特定し、その要因を取り除く「是正処置」を行う。また、必要に応じて、評価・監査の対象を「不具合が顕在化していない他部署・他事業所等」に拡大し、それら不具合を引き起こす可能性がある要因を取り除く「予防処置」を行う。
作成のポイント




4.7.4 [bookmark: _bookmark41]マネジメントシステムの点検
確立したマネジメントシステムが、効果的に運用していることを確認するために、定期的及び必要に応じて随時点検する。
……◆マネジメントシステムの点検の具体的な手順を記載……。
また、その結果を記録し経営責任者へ報告し、結果を踏まえた対応を行う。
……◆点検結果の報告と結果を踏まえた対応の手順を記載……。


· 確立したマネジメントシステムが、効果的に運用されていることを確認するために、定期的及び必要に応じて随時点検し、その結果を踏まえて対応する。そのために、本項において以下を明確にする。
✓　マネジメントシステムの点検の実施
✓　点検結果の経営管理者への報告
✓　結果を踏まえた対応の実施
作成のポイント








image1.emf
3.1   職業訓練サービスの設計   3.1.1   職業訓練サービスの目的及び範囲の明確化   職業訓練サービスの設計に当たり、 3.1.1  の職業訓練ニーズとその分析結果を踏まえ、提供す る職業訓練サービスの受講要件や具体的な目的等を明確にする。     ……◆明確にすべき目的及び範囲を具体的に記載…… 。   ［推奨項目］ a. 受講要件   b. 対象者   c. 訓練目標   d. 訓練内容   e. 成果   また、利用者が適切な職業訓練サービスを選択できるようにするため、職業訓練サービスが対応できる 範囲の情報及び相談援助の機会の提供方法を、以下の通り定める。     ……★ 手順／仕組／方法／規定について「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」を記載… … 。                        

 



受講希望者の職業訓練サービスの的確な選択を可能にするため、ニーズに対応した職業訓練サービスを提案できる

ようにする。そのために、本項において以下を明確にする。 

✓ 3.1.1 で把握したニーズとその結果を踏まえた、サービスの目的及び範囲に関する項目 

✓ 受講希望者への情報や相談援助の提供方法 



会議体等において検討するプロセスを手順に設定する場合には、議事録の作成や保存方法についても定め、記載す

る。 

作成のポイント 
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

受講希望者の職業訓練サービスの的確な選択を可能にするため、ニーズに対応した職業訓練サービスを提案できる

ようにする。そのために、本項において以下を明確にする。 

✓ 3.1.1 で把握したニーズとその結果を踏まえた、サービスの目的及び範囲に関する項目 

✓ 受講希望者への情報や相談援助の提供方法 



会議体等において検討するプロセスを手順に設定する場合には、議事録の作成や保存方法についても定め、記載す

る。 

作成のポイント 


